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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　工程内搬送経路上に配置された複数の処理装置のそれぞれの位置を考慮して、被処理体
を処理すべき処理装置を選択する生産効率化装置と、
　所定位置から前記選択された処理装置へ、前記被処理体を搬送する搬送装置を移動させ
る搬送制御装置と、を備え、
　前記生産効率化装置は、
　前記複数の処理装置から前記被処理体を処理可能な２以上の処理装置を選択する第１装
置選択部と、
　前記第１装置選択部により選択された処理装置の中から、前記所定位置からの搬送距離
が最も短い処理装置を選択する第２装置選択部と、を有することを特徴とする生産処理シ
ステム。
【請求項２】
　前記第１装置選択部は、前記被処理体を用いて生産される製品に応じて、前記被処理体
を処理可能な処理装置を選択することを特徴とする請求項１に記載の生産処理システム。
【請求項３】
　前記生産効率化装置は、前記選択された処理装置の状態を取得する装置状態取得部を有
し、
　前記搬送制御装置は、
　前記所定位置から前記選択された処理装置の近傍の待機位置へ前記搬送装置を移動させ
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、この待機位置で前記搬送装置を停止させ、
　その後、前記選択された処理装置が前記被処理体を搬入できる状態になったことを前記
装置状態取得部が取得すると、前記待機位置から前記選択された処理装置へ前記搬送装置
を移動させることを特徴とする請求項１または２に記載の生産処理システム。
【請求項４】
　前記複数の処理装置のそれぞれに対して設けられ、対応する処理装置の消費エネルギー
を管理する複数の消費エネルギー管理部を備え、
　前記生産効率化装置は、前記消費エネルギー管理部で管理している処理装置の消費エネ
ルギーと、前記搬送装置の消費エネルギーと、に基づいて、前記複数の処理装置全体およ
び前記搬送装置で消費する消費エネルギーが予め定めた最大消費エネルギーを超えないよ
うに、前記被処理体を処理すべき処理装置を選択することを特徴とする請求項１乃至３の
いずれかに記載の生産処理システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、処理装置へ被処理体を搬送する搬送装置を効率的に制御する生産効率化シス
テム、生産効率化装置および生産効率化方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　半導体生産工場には、被処理体に対して種々の処理を行う複数の処理装置が設けられて
いる。近年、半導体生産工場は大規模化しつつあり、工場全体の消費エネルギーを抑制す
ることが求められている。
【０００３】
　例えば、特許文献１には、処理装置の待機時間が所定の期間を超えた場合に、自動的に
通常状態からアイドル状態に移行することで省エネを図っている。また、特許文献２には
、処理装置が動作モードを切り替えたときに要する復旧時間を考慮に入れて、動作モード
の切替を行う技術が開示されている。このように、処理装置の消費エネルギーを低減する
ために種々の技術が提案されている。
【０００４】
　ところで、被処理体は搬送装置により各処理装置に搬送される。大きな半導体生産工場
では、搬送装置は数千台にも及ぶことがある。そのため、処理装置のみならず、搬送装置
の消費エネルギーをも抑制しなければならない。
【０００５】
　特許文献３には、搬送台車へ物品が荷積み可能になるまでの予測時間と、搬送台車のス
テーションへの到着時間とを用いて、適切な搬送台車を選択する技術が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００４－２００４８５号公報
【特許文献２】特開２００７－２４２８５４号公報
【特許文献３】特開２００４－２８１６２２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　一般に、被処理体を処理装置へ搬入する場合、搬送装置は搬送経路上を周回しながら、
処理装置が被処理体をマウント可能な状態になるまで、処理装置への荷卸しタイミングを
計っている。搬送装置が周回している間、搬送装置はエネルギーを消費するが、このエネ
ルギーは半導体製品の製造に寄与しない無駄なエネルギーである。
【０００８】
　また、上述した特許文献３では、適切な搬送台車を選択するだけで、複数ある処理装置
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のなかから適切な処理装置を選択することは考慮していない。そのため、搬送経路が長く
なり、搬送のために無駄なエネルギーが消費されてしまうおそれがある。
【０００９】
　本発明は上記の問題点に鑑みてなされたものであり、その目的は、搬送装置の消費エネ
ルギーを低減することが可能な生産効率化システム、生産効率化装置および生産効率化方
法を提供するものである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の一態様によれば、複数の処理装置のそれぞれの位置を考慮して、被処理体を処
理すべき処理装置を選択する生産効率化装置と、
　所定位置から前記選択された処理装置へ、前記被処理体を搬送する搬送装置を移動させ
る搬送制御装置と、を備えることを特徴とする生産効率化システムが提供される。
【００１１】
　また、本発明の一態様によれば、　被処理体を処理する処理装置の状態を取得する装置
状態取得部と、所定位置から前記処理装置へ搬送させるための搬送指示を送信する搬送指
示送信部と、を有する生産効率化装置と、
　前記搬送指示送信部からの搬送指示に応じて、前記所定位置から前記処理装置の近傍の
待機位置へ、前記被処理体を搬送する搬送装置を移動させ、この待機位置で前記搬送装置
を停止させ、その後、前記処理装置が前記被処理体をマウント可能な状態になったことを
前記装置状態取得部が取得すると、前記待機位置から前記処理装置へ前記搬送装置を移動
させる搬送制御装置と、を備えることを特徴とする生産効率化システムが提供される。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、搬送装置の消費エネルギーを低減できる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の第１の実施形態に係る生産効率化システムの概略構成を示すブロック図
。
【図２】搬送装置７の搬送経路の一例を示す図。
【図３】処理装置５の構成の一例を示したブロック図。
【図４】第１の実施形態に係る生産効率化装置４の内部構成の一例を示すブロック図。
【図５】生産効率化装置４の処理動作の一例を示すフローチャート。
【図６】第２の実施形態に係る生産効率化装置４ａの内部構成の一例を示すブロック図。
【図７】第２の実施形態に係る搬送制御装置８の内部構成の一例を示すブロック図。
【図８】生産効率化装置４ａおよび搬送制御装置８の処理動作の一例を示すシーケンス図
。
【図９】待機経路の例を示す図。
【図１０】第３の実施形態に係る生産効率化装置４ｂの内部構成を示すブロック図。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、本発明に係る実施形態について、図面を参照しながら具体的に説明する。
【００１５】
　（第１の実施形態）
　図１は本発明の第１の実施形態に係る生産効率化システムの概略構成を示すブロック図
である。図１の生産効率化システム１は、スケジューラ２と、ディスパッチャ３と、生産
効率化装置４と、複数の処理装置５と、複数の処理装置コントローラ６と、複数の搬送装
置７と、搬送制御装置８とを備えている。
【００１６】
　スケジューラ２は、生産工場（例えば半導体製造工場）における被処理体（例えば半導
体装置）の生産計画を作成する。この生産計画は、生産進捗計画に基づいて逐次更新され
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る。
【００１７】
　ディスパッチャ３は、スケジューラ２が作成した生産計画に基づいて、被処理体の処理
を行う複数の処理装置５に対する動作指示を行う。
【００１８】
　スケジューラ２とディスパッチャ３は、合わせて生産実行制御装置（ＭＥＳ：Manufact
uring Execute System）９を構成しており、実際上は例えば一台または複数台のコンピュ
ータで実現可能である。
【００１９】
　生産効率化装置４は、スケジューラ２とディスパッチャ３での処理結果に基づいて、複
数の処理装置５を制御する。また、後述するように、本実施形態の生産化効率装置４は、
各処理装置５の位置情報を示す装置ロケーションマップ（不図示）を持っている。
【００２０】
　複数の処理装置５は、例えば、有機ＥＬデバイス製造用のガラス基板や、半導体デバイ
ス等製造用のシリコンウェーハ等の被処理体を処理するプラズマＣＶＤ装置、プラズマエ
ッチング装置、スパッタリング装置、およびＰＶＤ装置等であり、具体的な処理内容は問
わない。
【００２１】
　また、複数の処理装置５は、同じ処理を行う２以上の処理装置５を一つの群とし、それ
ぞれ異なる処理を行う複数の群に分類されていてもよい。あるいは、一つの工程処理を複
数の処理装置５で連続的に行う場合は、これらの処理装置５を一つの群として、同じ工程
処理を行う複数の群を設けてもよい。
【００２２】
　複数の処理装置５のそれぞれに対応づけて、処理装置コントローラ６が設けられている
。これら処理装置コントローラ６は、生産効率化装置４からの指示を受けて、対応する処
理装置５の動作を制御するとともに、処理装置５に接続された不図示の各種センサからの
信号を検出する。センサの種類は特に問わないが、例えば、処理装置５内のチャンバ内の
温度、湿度、ガス流量、および真空度などを測定するものである。
【００２３】
　搬送装置７は、例えば、天井又は床上に設置された軌道を走行する搬送シャトルや、所
定のルートを走行する無人搬送車等であり、搬送容器（キャリア）を搬送する。搬送装置
７は、搬送制御装置８から与えられた指示に基づいて、複数の処理装置５と、キャリアを
保管しているストッカとの間を移動し、キャリアに収容された被処理体を搬送する。
【００２４】
　搬送制御装置８は、いわゆるＭＣＳ（Material Control System）を構成しており、ス
ケジューラ２で作成された搬送計画に基づいて、搬送装置７の動作を制御する。
【００２５】
　図２は搬送装置７の搬送経路の一例を示す図である。図２は、被処理体の一工程での搬
送経路を示している。図示のように、中央部には、各工程間で搬送を行う工程間（Inter-
Bay）搬送経路１１が設けられ、その両側には、工程内（Intra-Bay）搬送経路１２が設け
られている。
【００２６】
　左右の工程内搬送経路１２は、概略Ｕ字形であり、両端部の出入り口には工程間搬送経
路１１が接続されている。工程内搬送経路１２の両端部の出入り口には、ウエハ等の被処
理体を一時的に格納するストッカ１３が設けられている。工程間搬送経路１１から搬送さ
れてきた被処理体は、このストッカ１３にいったん格納された後、所望のタイミングで取
り出されて、工程内搬送経路１２上を搬送される。このように、ストッカ１３は、各処理
装置５での処理完了タイミングと前工程または次工程での搬送タイミングのずれを吸収す
るために設けられている。
【００２７】
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　工程内搬送経路１２は、例えば天井または床上に設置されたＵ字形状のレールであり、
このレール上をベルト駆動で上下するホイスト機構を備えた搬送装置７（ＯＨＴ：Overhe
ad Hoist Transfer）が走行する。搬送装置７は、被処理体を処理すべき処理装置５の真
上に到達すると、ホイスト機構で下方に下がって、処理装置５に被処理体をマウントする
。
【００２８】
　複数の処理装置５は、工程内搬送経路１２の両側に配置されている。上述したように、
同じ処理を行う処理装置５を一つの群として近接して配置してもよいし、一つの工程処理
が複数の処理装置５で分担して行われる場合は、処理順に複数の処理装置５を並べて配置
してもよい。
【００２９】
　以下では、１つの工程内搬送経路１２に沿って設けられる処理装置５が１つの群２０を
構成するものとして説明する。例えば、図２の群２０は、装置５ａ～５ｆが１つの群２０
を構成する。群２０のそれぞれに対応してストッカ１３が設けられる。
【００３０】
　また、図２において２種類の搬送装置７が存在する。すなわち、工程間搬送経路１１上
を移動する工程間搬送装置７ａと、工程内搬送経路１２上を移動する工程内搬送装置７ｂ
である。搬送装置７ａは、被処理体を、これを処理する処理装置５を含む群２０に対応す
るストッカ１３に、一時的に格納する。搬送装置７ｂはストッカ１３に格納された被処理
体を処理装置５へ搬送する。本実施形態は、搬送装置７ｂのエネルギーを削減するもので
ある。
【００３１】
　図３は処理装置５の構成の一例を示したブロック図である。処理装置５は、例えば、マ
ルチチャンバ式の基板処理システムである。処理装置５は、被処理体Ｗを収容するキャリ
アを受け渡しするためにキャリアが載置される第１及び第２ロードポート（LP: Load Por
t）２２ａ、２２ｂが設けられたロードモジュール（LM: Load Module）２３を備える。ロ
ードモジュール２３には、ロードロックモジュール（LLM: Load Lock Module）２４１、
２４ｂを介してトランスファーモジュール（TM: Transfer Module）２５が接続されてい
る。トランスファーモジュール２５が有する真空ロボット（図示せず）は、ロードロック
モジュール２４１、２４ｂを通じて搬入された被処理体Ｗをプロセスモジュール（PM: Pr
ocess Module）２６ａ～２６ｄへ搬送する。プロセスモジュール２６ａ～２６ｄは、レシ
ピに基づいて、被処理体Ｗに所定の処理を施す。処理された被処理体Ｗは、搬入とは逆の
経路を辿って第１ロードポート２２ａ又は第２ロードポート２２ｂに載置されたキャリア
に回収され、キャリア単位で搬出される。
【００３２】
　図３に示すマルチチャンバ式の基板処理システムでは、プロセスモジュール２６ａ～２
６ｄ及びトランスファーモジュール２５が常に真空状態に保持されており、ロードロック
モジュール２４１、２４ｂとトランスファーモジュール２５とはゲートバルブ（図示せず
）で仕切られる。ロードロックモジュール２４１、２４ｂが真空になった状態でゲートバ
ルブが開かれて、被処理体Ｗが、プロセスモジュール２６ａ～２６ｄとロードロックモジ
ュール２４１、２４ｂとの間で搬送される。真空ポンプが、ロードロックモジュール２４
１、２４ｂの真空引きを行う。
【００３３】
　図４は第１の実施形態に係る生産効率化装置４の内部構成の一例を示すブロック図であ
る。同図の生産効率化装置４は、装置ロケーションマップ４１と、第１装置選択部４２と
、第２装置選択部４３と、装置回答部４４とを有する。第１装置選択部４２、第２装置選
択部４３および装置回答部４４の処理動作は、ハードウェアで行ってもよいし、ソフトウ
ェアで行ってもよい。生産効率化装置４をコンピュータで構成すれば、生産効率化装置４
の各部の処理動作を行うプログラム（ソフトウェア）をコンピュータで実行することによ
り、生産効率化装置４の全てまたは一部の処理をソフトウェアで実現できる。
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【００３４】
　装置ロケーションマップ４１は、複数の処理装置５のそれぞれに関する位置情報を示し
ており、例えば各処理装置５の位置を座標として保持している。図２において、装置ロケ
ーションマップ４１を参照することにより、ストッカ１３から各処理装置への搬送距離は
、ストッカ１３を基準として反時計回りに被処理体を搬送する場合は処理装置５ａ，５ｂ
，５ｃ，５ｄ，５ｅ，５ｆの順に短いこと、ストッカ１３を基準として時計回りに被処理
体を搬送する場合は処理装置５ｆ，５ｅ，５ｄ，５ｃ，５ｂ，５ａの順に短いこと、等が
分かる。
【００３５】
　第１装置選択部４２は、スケジューラ２乃至ディスパッチャ３から任意の製品ロットを
仕掛ける処理装置５の問い合わせを受け取ると、被処理体と、この被処理体を用いて生産
される製品とに基づいて、群２０内の複数の処理装置５のうち、被処理体を処理可能な１
または複数の装置５を選択する。例えば、スケジューラ２により生成された処理計画を用
いて、使用中あるいはメンテナンス中の処理装置５を除外した上で、生産される製品で必
要な処理や要求される精度を考慮して、第１装置選択部４２は処理装置５を選択する。
【００３６】
　第２装置選択部４３は、第１装置選択部４２により選択された処理装置５のうちの１つ
を、装置ロケーションマップ４１を考慮して選択する。より具体的には、第２装置選択部
４３は、被処理体を処理装置５へ搬送するためのエネルギーが低減されるよう、例えば第
１装置選択部４２により選択された処理装置５のうちストッカ１３からの搬送距離が最短
になる処理装置５を選択する。
【００３７】
　装置回答部４４は、第２装置選択部４３により選択された処理装置５を、被処理体を処
理する処理装置５の候補として、スケジューラ２乃至ディスパッチャ３に回答する。
【００３８】
　上述のように、本実施形態の特徴の１つは、装置ロケーションマップ４１を考慮して処
理装置５の候補を選択することである。仮に、装置ロケーションマップ４１を考慮しない
と、ストッカ１３から近い処理装置５を使用できる場合であっても、遠い処理装置５が選
択される可能性がある。この場合、ストッカ１３から処理装置５までの搬送距離が長くな
り、無駄にエネルギーが消費されてしまう。これに対し、本実施形態では、ストッカ１３
に近い処理装置５を選択するため、消費エネルギーを低減できる。
【００３９】
　図５は生産効率化システムの処理動作の一例を示すフローチャートである。まず、スケ
ジューラ２乃至ディスパッチャ３は、任意の製品ロットを仕掛ける処理装置５の問い合わ
せを送信する（ステップＳ１１）。生産効率化装置４が問合せを受信すると（ステップＳ
２１）、生産効率化装置４の第１装置選択部４２は被処理体を処理可能な１または複数の
処理装置５を選択する（ステップＳ２２）。次いで、第２装置選択部４３は、第１装置選
択部４２により選択された処理装置５のうち、ストッカ１３からの搬送距離が最短となる
処理装置５を選択する（ステップＳ２３）。装置回答部４４は、第２装置選択部４３によ
り選択された処理装置５を、被処理体を処理する処理装置５の候補として、ディスパッチ
ャ３に回答する（ステップＳ２４）。
【００４０】
　スケジューラ２乃至ディスパッチャ３は、処理装置５の候補を受信すると（ステップＳ
１２）、回答された処理装置５の候補を最終決定する（ステップＳ１３）。そして、スケ
ジューラ２乃至ディスパッチャ３は、ストッカ１３に格納された被処理体を、最終決定さ
れた処理装置５へ搬送するよう、搬送制御装置８へ指示する（ステップＳ１４）。
【００４１】
　搬送制御装置８は搬送の指示を受信すると（ステップＳ３１）、最終決定された処理装
置５へ被処理体を搬送可能な時刻を生産効率化装置４へ問い合わせる（ステップＳ３２）
。この問い合わせに応じて、生産効率化装置４は、処理装置５へ被処理体を搬送可能な時
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刻を搬送制御装置８へ回答する（ステップＳ２５，Ｓ２６）。搬送制御装置８が搬送可能
な時刻を受信すると（ステップＳ３３）、この時刻を搬送予定時刻として、処理装置５へ
の搬送計画を作成する（ステップＳ３４）。
【００４２】
　作成された搬送計画に基づいて、搬送制御装置８は、被処理体をストッカ１３から処理
装置５へ搬送する最適な搬送経路を決定する（ステップＳ３５）そして、搬送制御装置８
は搬送装置７ｂを制御して、決定された搬送経路にてストッカ１３に格納された被処理体
を処理装置５へ搬送させる。
【００４３】
　このように、第１の実施形態では、各処理装置５の配置を考慮して処理を行う処理装置
５を選択するため、搬送装置７ｂの搬送距離を短くでき、結果として消費エネルギーを低
減できる。
【００４４】
　（第２の実施形態）
　第２の実施形態は、搬送装置７ｂを効率的に移動させて、消費エネルギー低減を図るも
のである。本発明の第２の実施形態に係る生産効率化システム１の概略構成は、図１と同
様のブロック図で表される。
【００４５】
　図６は第２の実施形態に係る生産効率化装置４ａの内部構成の一例を示すブロック図で
ある。同図の生産効率化装置４ａは、装置状態取得部４５と、搬送指示送信部４６とを有
する。
【００４６】
　装置状態取得部４５は、各処理装置５の状態、より具体的には、処理装置５が被処理体
をマウント可能な状態であるか否か、を処理装置コントローラ６から取得する。
【００４７】
　搬送指示送信部４６は、搬送制御装置８に搬送指示を送り、２段階で搬送装置７ｂを処
理装置５まで移動させる。まず、搬送指示送信部４６は、搬送装置７ｂをストッカ１３か
ら処理装置５の近傍の待機位置まで移動させることを指示する。その後、被処理体の搬入
先の処理装置５が被処理体をマウント可能な状態になったことを装置状態取得部４５が取
得すると、搬送指示送信部４６は、搬送装置７ｂを待機位置から処理装置５へ移動させる
ことを指示する。
【００４８】
　図７は第２の実施形態に係る搬送制御装置８の内部構成の一例を示すブロック図である
。同図の搬送制御装置８は、搬送指示受信部８１と、制御部８２とを有する。搬送指示受
信部８１は生産効率化装置４ａからの搬送指示を受信する。制御部８２は、搬送指示に基
づいて、搬送装置７ｂを移動させる。
【００４９】
　図６の生産効率化装置４ａおよび図７の搬送制御装置８の各部の処理動作も、やはり、
ハードウェアで行ってもよいし、ソフトウェアで行ってもよい。
【００５０】
　図８は生産効率化装置４ａおよび搬送制御装置８の処理動作の一例を示すシーケンス図
である。ここでは、被処理体を処理する処理装置５は既に決定されているものとする。処
理装置５を決定する手法に特に制限はなく、第１の実施形態で述べたように装置ロケーシ
ョンマップ４１に基づいて決定してもよいし、各処理装置５の位置を考慮せずに決定して
もよい。また、搬送制御装置８により、搬送計画および最適な搬送経路も既に決定されて
いるものとする。
【００５１】
　本実施形態では、生産効率化装置４ａを介して、スケジューラ２乃至ディスパッチャ３
から搬送制御装置８へ搬送の指示を行う。搬送計画に基づき、スケジューラ２乃至ディス
パッチャ３が搬送指示を送信すると、生産効率化装置４ａの搬送指示送信部４６は、複数
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の処理装置５の処理計画に基づいて、搬送装置７ｂを、ストッカ１３から、処理を行う処
理装置５の近傍の待機位置まで移動させるための搬送指示を搬送制御装置８へ送信する（
ステップＳ４１）。
【００５２】
　この搬送指示を搬送制御装置８の搬送指示受信部８１が受信すると（ステップＳ５１）
、制御部８２は、搬送指示に基づいて、決定された搬送経路にて搬送装置７ｂをストッカ
１３から待機位置まで移動させ、被処理体を待機位置まで搬送する（ステップＳ５２）。
そして、制御部８２は待機位置で搬送装置７ｂへのエネルギー供給を止め、一旦移動を停
止させる。これにより、搬送装置７ｂは消費エネルギーが小さい状態になる。
【００５３】
　すぐに処理装置５に被処理体を搬入しない理由は、処理装置５が他の被処理体に対する
処理を行っていたり、スリープ状態であったりして、必ずしも被処理体をマウントできる
状態であるとは限らないからである。処理装置５が被処理体をマウントできる状態になる
前に、予めその近傍の待機位置まで被処理体を搬送しておくことで、処理効率を向上でき
る。
【００５４】
　待機位置は、少なくとも、ストッカ１３から処理装置５への搬送距離より、待機位置か
ら処理装置５への搬送距離が短くなる位置に設けられる。待機位置を図２の工程内搬送経
路１１上に設けてもよいが、搬送装置７ｂを一時的に待避させるための待機経路を設けて
もよい。待機経路は工程内搬送経路１１から分岐して設けられ、例えば図９（ａ）に示す
ように、工程内搬送経路１１からＴ字状に分岐した経路１２ａであってもよいし、図９（
ｂ）に示すように、工程内搬送経路１１のバイパス経路１２ｂであってもよい。このよう
な待機経路を設けることで、他の搬送装置７ｂの移動を妨げることなく、搬送装置７ｂを
待機させることができる。
【００５５】
　その後、生産効率化装置４ａの装置状態取得部４５が、被処理体の搬入先の処理装置５
が被処理体をマウント可能な状態になったことを取得すると（ステップＳ４２のＹＥＳ）
、搬送指示送信部４６は、搬送装置７ｂを、待機位置から処理装置５まで移動させるため
の搬送指示を搬送制御装置８へ送信する（ステップＳ４３）。
【００５６】
　この搬送指示を搬送制御装置８の搬送指示受信部８１が受信すると（ステップＳ５３）
、制御部８２は、搬送指示に基づいて搬送装置７ｂにエネルギーを供給し、待機位置から
処理装置５まで搬送装置７ｂを移動させる。これにより、被処理体は処理装置５まで搬送
され、処理装置５にマウントされる（ステップＳ５４）。
【００５７】
　仮に、搬送制御装置８が生産効率化装置４ａから処理装置５への搬入指示を受けられな
いとすると、搬送制御装置８は、いつ、搬送装置７ｂを処理装置５へ移動させてよいか分
からない。そのため、処理装置５がマウント可能な状態になるまで搬送装置７ｂは工程内
搬送経路１１上を周回しなければならず、エネルギーを無駄に消費してしまう。
【００５８】
　これに対し、本実施形態では、搬送制御装置８が生産効率化装置４ａと連携する。その
ため、処理装置５にマウント可能な状態になるまで待機位置で停止させることができ、搬
送装置７ｂが周回する場合に比べて、消費エネルギーを低減できる。また、待機位置は処
理装置５の近傍に設けられるため、マウント可能な状態になると、迅速に処理装置５へ被
処理体を搬送でき、処理効率も向上する。
【００５９】
　このように、第２の実施形態は、まず、被処理体を処理装置５の近傍まで搬送して搬送
装置７ｂを一旦停止させ、その後、処理装置５がマウント可能な状態になると被処理体を
処理装置５に搬入する。そのため、搬送装置７ｂを効率的に移動させることができ、消費
エネルギーを低減できる。また、装置近傍に設けられるバッファ等の一時預かり所のよう
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なハードウェアを必要最低限に抑えることができる。
【００６０】
　（第３の実施形態）
　第３の実施形態は、複数の処理装置５および搬送装置７での消費エネルギーの総量が最
大消費エネルギー量を超えないように調整するものである。
【００６１】
　本発明の第３の実施形態に係る生産効率化システム１の概略構成は、図１と同様のブロ
ック図で表される。本実施形態では、生産効率化システム１で消費する最大消費エネルギ
ー量が電力会社との契約等で予め定められているものとし、この最大消費エネルギー量を
超えない範囲で、各処理装置５および搬送装置７を運用する。
【００６２】
　第３の実施形態に係る生産効率化システム１は、被処理体をロットごとに処理すること
を前提としている。一つのロットでは、一つまたは複数の処理装置５で複数の被処理体の
処理が行われる。複数の処理装置５は、同一の処理を行う２以上の処理装置５を群として
、複数の群に分類されているものとする。一つの群では、その群に属する複数の処理装置
５を用いて、同じロット内の複数の被処理体を処理することができる。
【００６３】
　異なるロットでは、同一の被処理体を処理してもよいし、異なる被処理体を処理しても
よい。また、各ロットで処理すべき被処理体の数は、同じでもよいし、異なっていてもよ
い。各ロットでどの種類の被処理体を何個処理するかの情報は、スケジューラ２が作成す
る処理装置５の処理計画に含まれている。
【００６４】
　各処理装置５に接続された処理装置コントローラ（消費エネルギー管理部）６は、対応
する処理装置５のエネルギー消費量をロットごとに検出する。各処理装置コントローラ６
で検出された各処理装置５のエネルギー消費量はロットごとに生産効率化装置４に送られ
て、集計される。生産効率化装置４は、各処理装置コントローラ６が管理している各処理
装置の消費エネルギーと、スケジューラ２およびディスパッチャ３の処理結果とに基づい
て、複数の処理装置全体で消費する消費エネルギーが予め定めた最大消費エネルギーを超
えないように、複数の処理装置のそれぞれで被処理体の処理を行うか否かをロットごとに
判定するとともに、各ロットの処理中に複数の処理装置全体で消費する消費エネルギーが
最大消費エネルギーを超えないように各ロットで稼働する各処理装置の処理タイミングを
個別に調整する。すなわち、生産効率化装置４は、ロット情報と、各ロットで処理させる
処理装置の種類と、各ロット内で各処理装置を稼働させるタイミングとを管理する。
【００６５】
　図１０は第３の実施形態に係る生産効率化装置４ｂの内部構成を示すブロック図である
。図１０の生産効率化装置４ｂは、各処理装置コントローラ６から供給されたエネルギー
消費量を集計するエネルギー消費量集計部６１と、ロットごとの総エネルギー消費量をテ
ーブル化するテーブル作成部６２と、次のロットを処理すべき処理装置５を判定する処理
装置判定部６３と、処理すべきと判定された各処理装置５まで被処理体を搬送するタイミ
ングを判定する搬送タイミング判定部６４とを有する。
【００６６】
　処理装置判定部６３は、スケジューラ２とディスパッチャ３の処理結果に基づいて、次
のロットで処理すべき被処理体の種類および数を把握し、また、テーブル作成部６２を参
照して、予め定めた最大消費エネルギー量を超えない範囲で、稼働可能な処理装置５の最
大数を求めて、次のロットを与えられた時間内に確実に処理できるようにする。また、処
理装置判定部４３は、各ロットの処理中に複数の処理装置全体で消費する消費エネルギー
が最大消費エネルギーを超えないように各ロットで稼働する各処理装置の処理タイミング
を個別に調整する。
【００６７】
　処理装置判定部６３で判定された各処理装置５に対しては、所定のタイミングで、処理
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装置コントローラ６を介して、処理の指令が行われる。また、これに合わせて、生産効率
化装置４ｂは、搬送タイミング判定部６４で判定した搬送タイミングに従って被処理体を
各処理装置５まで搬送するよう、搬送制御装置８に対して指示する。
【００６８】
　上述した説明では、複数の処理装置５で消費するエネルギー総量が、予め定めた最大消
費エネルギー量を超えないように制御する例を説明したが、搬送装置７で搬送する際に消
費するエネルギー量も加味して、最大消費エネルギー量を超えないように制御してもよい
。
【００６９】
　この場合、テーブル作成部６２には、搬送装置７が単位距離だけ被処理体を搬送するの
に要する消費エネルギー量を予め登録しておくのが望ましい。生産効率化装置４は、ロッ
トごとに、被処理体を処理する処理装置５を判定するとともに、判定された各処理装置５
まで被処理体を搬送するタイミングも判定し、判定された各処理装置５で消費するエネル
ギー総量と、判定された各処理装置５まで被処理体を搬送するのに要する消費エネルギー
量との合算量が最大消費エネルギー量を超えないようにする。
【００７０】
　より具体的には、ロットの処理効率を最大限向上させるために、ロットに属する各被処
理体を処理する処理装置５の数を最大限増やすとともに、各処理装置５に最短経路で被処
理体を搬送できるように、搬送装置７の搬送タイミングをスケジューリングする。これに
より、できるだけ多くの処理装置５に対して、最短距離で被処理体を搬送して、これら処
理装置５でほぼ同時に複数の被処理体の処理を実行でき、消費エネルギー総量を抑制しつ
つ、生産効率を最大限に向上できる。
【００７１】
　なお、図１の生産効率化システム１に含まれる処理装置５と搬送装置７以外の装置の消
費エネルギー量も加味して、最大消費エネルギー量を超えないようにスケジューリングを
行ってもよい。
【００７２】
　なお、本実施形態を、上述した第１の実施形態と組み合わせてもよい。すなわち、処理
装置判定部６３は、装置ロケーションマップ４１を参照し、各処理装置５の配置を考慮し
て、被処理体を処理する処理装置５を判定してもよい。
　また、本実施形態を、上述した第２の実施形態と組み合わせてもよい。すなわち、図１
０の生産効率化装置４ｂに、さらに、図６の装置状態取得部４５および搬送指示送信部４
６を設け、搬送タイミング判定部６４が判定した搬送経路に従って被処理体を処理装置５
まで搬送する際に、処理装置５が被処理体をマウント可能な状態になるまで、被処理体を
待機位置で一旦停止させるようにしてもよい。
【００７３】
　このように、第３の実施形態では、予め定めた最大消費エネルギー量を超えないように
、ロットごとに処理装置５の処理スケジュールを作成するため、各ロットの処理を最大消
費エネルギー量の範囲内で効率的に行うことができる。また、搬送装置７の消費エネルギ
ー量も考慮に入れて、生産効率化システム１全体での消費エネルギー量が最大消費エネル
ギー量を超えないように、ロットごとに処理装置５と搬送装置７をスケジューリングする
ことも可能となる。
【００７４】
　上述した実施形態で説明した生産効率化システム１の少なくとも一部は、ハードウェア
で構成してもよいし、ソフトウェアで構成してもよい。ソフトウェアで構成する場合には
、生産効率化システム１の少なくとも一部の機能を実現するプログラムをフレキシブルデ
ィスクやＣＤ－ＲＯＭ等の記録媒体に収納し、コンピュータに読み込ませて実行させても
よい。記録媒体は、磁気ディスクや光ディスク等の着脱可能なものに限定されず、ハード
ディスク装置やメモリなどの固定型の記録媒体でもよい。
【００７５】
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　また、生産効率化システム１の少なくとも一部の機能を実現するプログラムを、インタ
ーネット等の通信回線（無線通信も含む）を介して頒布してもよい。さらに、同プログラ
ムを暗号化したり、変調をかけたり、圧縮した状態で、インターネット等の有線回線や無
線回線を介して、あるいは記録媒体に収納して頒布してもよい。
【００７６】
　上記の記載に基づいて、当業者であれば、本発明の追加の効果や種々の変形を想到でき
るかもしれないが、本発明の態様は、上述した個々の実施形態には限定されるものではな
い。特許請求の範囲に規定された内容およびその均等物から導き出される本発明の概念的
な思想と趣旨を逸脱しない範囲で種々の追加、変更および部分的削除が可能である。
【符号の説明】
【００７７】
１　生産効率化システム
２　スケジューラ
３　ディスパッチャ
４，４ａ，４ｂ　生産効率化装置
５　処理装置
６　処理装置コントローラ
７，７ａ，７ｂ　搬送装置
８　搬送制御装置
９　生産実行制御装置
１１　工程間搬送路
１２　工程内搬送路
１３　ストッカ
４１　装置ロケーションマップ
４２　第１装置選択部
４３　第２装置選択部
４４　装置回答部
４５　装置状態取得部
４６　搬送指示送信部
６１　エネルギー消費量集計部
６２　テーブル作成部
６３　処理装置判定部
６４　搬送タイミング判定部
８１　搬送指示受信部
８２　制御部
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